
　

こ
ん
に
ち
は
分
分
丸
で
す
。

　

み
ん
な
の
家
か
ら
出
て
く
る
ご
み
の

な
か
で
、「
可
燃
ご
み
（
燃
や
す
ご
み
）」

は
昨
年
度
１
年
間
で
全
体
の
ご
み
の
７

割
に
な
る
２
万
３
６
０
０
ｔ
（
ト
ン
）

に
も
な
る
ん
だ
。
そ
の
半
分
ぐ
ら
い
が

紙
な
ん
だ
け
ど
、
再
資
源
と
し
て
利
用

で
き
る
「
紙
類
」
が
多
く
捨
て
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。

　

週
２
回
収
集
の
「
可
燃
ご
み
（
燃
や

す
ご
み
）」
に
対
し
て
、「
紙
・
布
類
」

の
収
集
日
は
月
１
回
や
２
カ
月
に
１
回

の
ペ
ー
ス
。
新
聞
チ
ラ
シ
や
紙
箱
な
ど

は
つ
い
つ
い
丸
め
て
「
可
燃
ご
み
」
に

入
れ
て
し
ま
う
ん
だ
よ
ね
。
で
も
、
資

源
と
し
て
使
え
る
紙
だ
か
ら
、
面
倒
で

も
「
紙
・
布
類
」
の
収
集
日
に
出
す
よ

う
に
し
て
ね
。

　

そ
の
と
お
り
じ
ゃ
、
分
分
丸
。

　

お
師
匠
さ
ま
。

　

限
り
あ
る
資
源
じ
ゃ
か
ら
、
再
利
用

や
リ
サ
イ
ク
ル
の
た
め
に
も
わ
れ
わ
れ

が
資
源
ご
み
の
分
別
を
が
ん
ば
ら
な
け

れ
ば
の
う
。

　

は
い
、
お
師
匠
さ
ま
。

　

新
聞
や
雑
誌
、
段
ボ
ー
ル
、
紙
パ
ッ

ク
な
ど
の
紙
類
の
出
し
方
は
、
種
類
別

に
し
て
、
片
手
で
持
て
る
重
さ
を
ひ
も

で
十
字
に
し
ば
り
、
収
集
日
の
決
め
ら

れ
た
時
間
ま
で
に
出
す
ん
だ
ね
。

　

う
む
、
段
ボ
ー
ル
や
紙
パ
ッ
ク
で
も

裏
面
が
ビ
ニ
ー
ル
や
ア
ル
ミ
、
油
な
ど
で

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
も
の
は
、
細
か
く

し
て
「
可
燃
ご
み
」
で
出
す
の
じ
ゃ
よ
。
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【問い合わせ】本庁清掃事業課　☎２０－１０５０

　伊賀市指定ごみ袋については、本紙１０月１５日号に掲載しましたが、今回は購入していただくごみ袋のデザ
インと指定ごみ袋対応シールなどについてお知らせします。

青山支所
管内を除く

・平成１９年１月１日から３月３１日までの間に限り、過渡期の対応   
 として、左のデザインのシールを買い置きのごみ袋に貼って出すこ 
 とができます。
・金額は、１枚１０円で、５枚１組となっています。
・シールの大きさは、警告シールと同じくらいの大きさになります。 
・従前のごみ袋は、「燃えるごみ」の日以外にも使用できますが、シー
 ルは、期間が過ぎると使用することができません。また、買戻しは
 しませんので、買い過ぎにご注意ください。
・販売店は、本紙１２月１日号に掲載予定でしたが、１２月１日号と
 同時配布のチラシでお知らせします。

*****　上野支所管内の皆さんへ　*****
・アルミ缶の収集方法が変わります。       
　平成１９年１月１日から、アルミ缶とスチール缶を分別していただきます。
　スチール缶は、従来どおりの「金属類」の収集日に出してください。
　アルミ缶は、別に収集日を設けます。収集日は、本紙１２月１日号と同時配布のチラシをご覧ください。
　集積場所は、紙・布類等と同じ場所に出してください。
・ペットボトルについても、収集日ができます。
　ペットボトルは、今まで、地区市民センターと大型店で収集を行っていましたが、平成１９年１月１日から、
　大型店と集積場所での収集になります。
　収集日・収集場所は、アルミ缶と同じ日、同じ場所になります。

▶
ご
み
袋
デ
ザ
イ
ン

▶
指
定
ご
み
袋
対
応
シ
ー
ル

文字などは、青色で印刷されています。
右肩に大きさが表示されています。
大　４５ℓ　１枚２０円
　（縦　８０ｃｍ　×　横　６５ｃｍ）
中　３０ℓ　１枚１５円
　（縦　７０ｃｍ　×　横　５０ｃｍ）
小　２０ℓ　１枚１０円
　（縦　６０ｃｍ　×　横　４０ｃｍ）

なまえ欄については、自治会の集積場単位で「な
まえを記入する」「番号を記入する」などを決
めてください。なまえが記入されていなくても、
分別がされていれば収集します。

伊賀市指定ごみ袋伊賀市指定ごみ袋


